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指名停止措置について

中国地方整備局は公衆損害事故を発生させた下記業者について指名停止の措置を行いました。

１．指名停止措置業者名及び住所
勝井建設株式会社 山口県岩国市通津２３９６

２．指名停止措置期間
令和３年１２月１０日 ～ 令和４年１月９日 （１ヵ月）

３．指名停止措置の範囲
中国地方整備局管内

４．事実の概要
中国地方整備局宇部港湾・空港整備事務所が発注し、勝井建設（株）が元請として施

工する「岩国港臨港道路新港室の木線橋台等工事」において、令和３年１０月１１日、
同社作業員が排水管製品荷卸し作業の前準備として、25tラフテレーンクレーンを作業
位置に移動後、ブームの起伏を行った際、ブームが架空電線（中国電力高圧送電線、H=
13m）に接触して切断し、岩国市装束町、新港町、立石町、山口県玖珂郡和木町におい
て約960戸が停電する公衆損害事故が発生した。

５．指名停止措置理由
上記事実は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局（港湾空

港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」の別表第１第５号（安全管
理措置の不適切により生じた公衆損害事故）に該当するため、指名停止措置を講ずるも
のである。

＜工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第１＞

措 置 要 件 期 間

（安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故） 当該認定をした日から
５．地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不 １ヶ月以上３ヶ月以内

適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、
又は損害（軽微なものを除く。）を与えたと認められるとき。

＜問い合わせ先＞
中国地方整備局 ０８２－５１１－３９００（ 代表番号 ）：平日・昼間

０８２－５１１－３９０３（ 直 通 ）：平日・昼間

総務部 契約管理官 新 林 健 二 （内線１３０）
にい ばやし けん じ

◎総務部 経理調達課長補佐 尾 久 保 裕 亮 （内線１３２）
お く ぼ ひろ ふさ

総務部 契約課長 安 部 隆 司 082-221-9231（代表）（内線２５１１）
あ べ たか し

◎総務部 契約課長補佐 和 田 昌 子 082-221-9231（代表）（内線２５１４）
わ だ まさ こ


